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「障がい児通所サービス」をご利用頂く為には「サービス利用計画」が必要です。サービス利用計画の作成につい
ては、市で指定を受けた「相談支援事業所」の「相談支援専門員」が、障がいのある児童やご家族の困りごとをお聞
きし作成致しますので、安心してお任せ下さい。また、サービス利用中にサービス内容に追加・変更がある場合にも
相談支援専門員にご相談頂くことができます。 

サンサポートさらだ 

月曜日～日曜日（土・日等休日は電話対

応） 

受付時間 午前８:３０～午後５:００ 

サービス提供時間 

     午前９:００～午後６:００ 

営業日時 

相談支援事業所 

社会福祉法人 佛子園 

生活支援ネット Be 

星が岡ステーション 
TEL：0761-51-6553   

FAX:0761-51-6156 

指定特定（計画作成）・一般相談（地域移行）・障害児相談・ 自立・生活援助 

〒923-1224   

能美市和気町ヤ４-５  E-mail 
hoshigaoka@bussien.com 

URL 
http://www.bussien.com/ 

障がいの種別や程度に関わらず、児童から高齢者まで幅広い年齢層に対応していきます。 

発達、就労、生きがい等の様々な相談支援を行います。 

相談体制 

管理者（兼任）    

 

岸本  貴之 

相談支援専門員（専任３名） 

 

辻 由和 

 

紺谷 知佳 

 

清水 聡美 

特 色 

相‐

① 
運営事業所である「星が岡牧場」には知的

障がいのある方を中心に「児童」「就労」

「日中活動」「住まい」「訪問」等の福祉サ

ービス事業所が併設されているため、

様々な相談に対応させていただきます。 

また、運営法人である「佛子園」は白山、

金沢、野々市、小松、能登に事業展開し、

多様な福祉サービスを提供しており、利

用者の生涯を通じた支援体制を整えてお

ります。 

 

相談支援専門員とは？ 
相談支援事業所に配置され、本人の思い（夢・希望）を大切にし、障がいのある方やその家族など
の生活全般について相談を受ける専門スタッフです。ご相談をお伺いし、適切なサポートをしま
す。障がいの種別は問いません。相談は無料です。 

人付き合いが苦手で、学校卒業後ずっと家で引きこもっている・・・。 
 生活のしづらさが障がいによるものと考えられる場合、適切な専門機関を紹介するなど、今後の生

活を一緒に考えます。 

難病で働くのは難しい。でも、本当は働きたい・・・。  難病の方も支援の対象です。ご自分にあった働き方を一緒に考えます。 

なかなか仕事に就けない。障がいがあってもできる仕事がしたい・・・。 
 一般就労にも触れ、それ以外のご本人にあった働き方も一緒に考えます。 

卒業後どうなるんだろう・・・？先が見えず不安でいっぱい。  お子さんや学校の先生、市役所の職員等を交え、お子さんにあった方法を一緒に考えます。 

障害者手帳を取得したらどうなるのかなあ？ 
 障害者手帳をとることで、あなたの生活がどのように変化するのか、適切な情報を提供します。 

今の生活が物足りない。もっと生きがいや楽しみを持ちたい。  現状のあなたの不安や不満をお聞きし、どんなことが可能なのか、どんなことをすればいきいきと
生活できるのか、一緒に考えます。また、必要な情報提供も行います。 

どんな時に相談すればいいの？ 

きしもと たかし 

つじ よしかず 

こんや ちか 

障がい児通所サービス利用の流れ 

どのようなことで困っているのか？どのような生活を望んでいるのか？こんなサービスを利用したい。 

担当者からサービスを利用するための流れを説明します。 

市にサービス利用の申請書を提出します。 

生活全般の支援計画(案)(サービス利用計画案)を相談支援専門員が作成します。 

計画(案)を確認して「これでいい。」と思ったら、同意し署名をします。 

支援計画(案)をもとに市役所が支給決定の判断 

受給者証の発行 

利用が決定したら利用するサービス提供事業所も入りみんなでこれからの支援体制について

確認する会(サービス担当者会議)を開きます。 

サービス利用開始 

○相談支援専門員は、生活全般のお話を

聞き、どのような生活を望んでいるか

を一緒に考えます。 

○どんなサービスが利用できるのか？

どんな事業所があるのか？をお伝え

します。 

相談支援とは？ 

サービスを利用して、望む生活が送れているかどうか？などを定期的に確認します。(モニタリング) 

相談支援専門員と事業所の見学や体験 

相談支援専門員が定期的にサービスの内容について見直しの聞き取りを行います。サービスの利用変更など

ありましたら、相談支援専門員にお伝えください。 

こども相談ステーション（☎58-1420）に相談します。 

相談支援専門員と顔合わせを行います。 

相談支援事業所を選んでいただきます。 

18歳未満の子ども 

しみず さとみ 



社会福祉法人 泰耀

相談支援センター

たいよう

〒929-0113
能美市大成町ヌ 160-2
TEL:0761-55-6060

FAX:0761-55-6062

E―man
soudan◎idagroupde,com
∪RL
http://ida― group.biz

きだ

本田

営業国時 月曜日～金曜日

午前 9iO O～午後5:OO

相談体制  相談支援専門員(専任3筈・兼任 1名 )

矢鋪 幸代 (専任)

阿部 綾子 (専任)

くわばら ちえ

桑原 子恵 (兼任)

下崎 育実 (専任)

相談支援員 (兼任 司名)

特 色 相談支援専門員は介護福祉士・ ジョブコーチ・

社会福祉土等の資格を有し、発達支援や生活支

援、就労支援を経験しています。日プマ、社会資

源の発掘に奔走しながら、その人らしい暮らし

ができるよう支援させていただいています。

また、母体が医療法人であることやリハビリテ
ーションに力を入れていることなどから専門職

との連携のもと支援の二環として提供させてい

ただいています。

～医療と福祉による地域社会への貢献～を運営理念とし、障がいのある方の地域での「育ち」「暮らし」

「仕事」「医療」「老い」など、お一人お一人のライフステージに寄り添い、町要な支援を行つています。

ふくみ

福美 (兼任)

社会福祉法人 なごみの郷

相談支援センター

はまかぜ

〒929-0126
能美市山口町ホ 17-1

TEL:076珂 -48-7630
FAX:0761-46=6102

E―man
hosoudan⑥ nagomi― no― sato.or.Jp

URL
https://―winagomi― no―sato.com

指定特定 (計画作成)。 一般相談 (地域移行)・ 障害児相談

営業国時 月8醒 日～金B醒 日

午前 9iO O～午後5:30
※休日

土日、祝日、年末年始

特 色 法人は、精神障がいをお持ちの方を中!齢

とした福祉サービス事業所を運営して

おり、当センターの相談も精神障がいの

方が割合としては多いです。

ご本人に寄り添い、専門的視点に立った

相談支援を行います。相談体制  管理者 (兼任)

どうまえ みIE主 る

堂前 美春

相談支援専門員 (専任 1名・兼任 1名 )

堂前 美春 (兼任)

金谷 葉月 (専任)

～地1或で普通の生活をしつつ未来に向かって希望の道を歩むこと～ ご家族との調整や地頭調整を含めた

トータル的な支援を行い、安心して自立への一歩を踏み出せるようサポートします。なごみの郷のノウハウ

をいかして、地けの方々や他機関との連携を築きながら、ご本人やご家族の思いに寄り添つた支援をさせて

いただきます。



医療法人社団 澄鋪会

相談支援事業所

ハートアンドハート

〒923-1245
能美市辰□町 971番地

TEL:0761-51-6030
FAX:0761-51‐ 0126

E―man
heartX2◎choureikai.jp

URL
https1//choureikai.jp

指定特定 (計画作成)・ 一般相談 (地域移行)・ I章害児相談

障害のある方またはそのご家族が安,断 して暮らせるように、相談支援専門員が相談者に脅り添う形で、一緒
に者え、前に進んでいけるようにサポートしていきたいと者えていきます。

営業国時 月8翌 日～金B醒 日

午前9:OO～午後 5iO O
※休日

土日、祝日、年末年始

特 色 精神科医療機関 (病院、クリエック)を
持つ部分を活かしながらも、障害の種類

や程度にかかわりなく、福祉サービスの

利用に関することなど、相談者の様′マな

困りごとを解決するための支援を行い

ます。相談体制  管理者 (兼任)

きた けんしヽち

北 建一

相談支援専門員 (専任 1名・兼任 司名)

北 建― (兼任)

おおむかい まき

大向 真紀 (専任)

株式会社 黒川仏壇店

相談支援事業所 レッツ

〒923-¶ 115
能美市大長野町り50番地 1

TEL:0761-58-1147
FAX:0761-58-0865

URL
https://kurokawabutsudan

.COm

指定特定 (計画作成)。 一般相談 (地域移行)。 障害児相談

行政や医療機関、障害福祉サービス事業所の他、民生委員・児童委員やボランティアなど
地域の様プマな機関とのネットワークを利用して、障がいのある方の生活が向上するように支援します。

営業国時 月曜日～金曜日

午前9iO O～午後 5iO O
特 色 利用者、家族に脅り添つて相談・ 支援を行つて

いきます。

就労でのサービス管理者、福祉での介護福祉土

など経験豊富なスタッフが、丁寧にどんな些細

な相談でも気軽に相談してください。一つ一つ

丁寧に対応していきます。
相談体制  管理者 (兼任)

しらたま たけひろ

白玉 健博

|

相談支援専門員 (兼任 1筈 )

白玉 健博 (兼任)


